
令和５年度第１回愛西市情報公開・個人情報保護審査会 次第 

 

日時 令和５年７月１４日（金） 

午後３時から 

場所 愛西市役所 

南館２階 会議室２－５ 

 

１ あいさつ 

 

 

２ 委員紹介 

 

 

３ 議事及び報告事項 

（１）会長の互選について 

 

 

（２）会長代理の指名について 

 

 

（３）会議録署名者の指名について 

 

 

（４）愛西市情報公開・個人情報保護審査会の概要について 

 

 

（５）令和４年度下半期公文書公開請求件数等について 

 

 

（６）諮問について 

 

 

４ その他 

 

 

 

 



○愛西市情報公開・個人情報保護審査会の概要について 

［概要］ 
愛西市情報公開・個人情報保護審査会（旧愛西市情報公開審査会）は、市

長によって任命された優れた識見を有する者で構成され、情報公開の推進及

び個人情報の保護を図るため、市長の附属機関として設置されています。 
この審査会は、情報公開制度や個人情報保護制度の円滑な運営に関する事

項について審議を行います。 
また、公文書公開請求や個人情報開示請求等に対する実施機関（市長や教

育委員会等）の決定に対し、住民から審査請求が行われたときに、実施機関

の判断が法令等に反していないか、第三者の立場から見て妥当なものである

かについて調査審議を行います。 

 
（１）委員の任期 
・３年（令和５年４月１日～令和８年３月３１日） 

 
（２）審査会 
ア 定例的に実施する会議 
・年２回（５月頃及び１月頃）実施する。 
・事務局（総務課）から、公文書公開等の実施状況について報告 

イ 臨時的に実施する会議 
・必要に応じて招集し、実施する。 
・非公開決定等に係る審査請求に対する諮問について調査審議を行う。 
・個人情報の適正な取扱いを確保するための諮問に対する調査審議を行う。 

 
○公文書公開制度の概要について 

［概要］ 
愛西市情報公開条例第３条に基づき、何人も、実施機関に対し、当該実施

機関が保有する公文書の公開を求めることができます。 
公文書公開請求がなされた場合、実施機関は、公開請求に係る公文書を特

定し、当該公文書について公開しなければなりません。 
請求された公文書に非公開情報が記載されている場合は、当該部分を黒塗

りしたうえで公開する必要があります。 

 
（１）公開請求者 
・誰でも請求できる。 

（２）請求できるもの 
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・当該実施機関が保有する「公文書」 
（３）公文書の公開義務 
・公開請求のあった公文書は、非公開情報を除き、原則として公開すべきも

のである。 
（４）非公開情報 
・条例第５条各号（資料２参照） 

 
○個人情報開示制度の概要について 

［概要］ 
個人情報の保護に関する法律第７６条に基づき、何人も、行政機関の長等

に対し、行政機関等（実施機関）の保有する自己を本人とする保有個人情報

の開示を請求することができます。 
開示請求できるのは、「自己を本人とする保有個人情報」に限られる。 
開示請求がなされた場合、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報を特

定し、当該個人情報について開示しなければなりません。 
請求された保有個人情報に不開示情報が記載されている場合は、当該部分

を黒塗りしたうえで開示する必要があります。 

 
（１）開示請求者 
・誰でも請求できる。 

（２）請求できるもの 
・実施機関が保有する「自己を本人とする保有個人情報」 

（３）保有個人情報の開示義務 
・公開請求のあった公文書は、非公開情報を除き、原則として公開すべきも

のである。 
（４）不開示情報 
・法第７８条第１項各号 

 



愛西市情報公開条例第５条（非公開情報） 

第１号 法令秘に関する情報 

(1) 法令若しくは条例の定めるところにより、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令

の規定により、従う義務のある主務大臣その他国の機関の指示により、公にすることができ

ないと認められる情報 
 
第２号 個人に関する情報 

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報

に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他

の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害

するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

ア 法令若しくは条例の定めるところにより又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定

されている情報 

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情

報 

ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員

及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合に

おいて、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の

職及び当該職務遂行の内容に係る部分 
 
第３号 法人等に関する情報 

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又

は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健

康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。 

ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがあるもの 

イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又

は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付すること

が当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの 
 
第４号 公共の安全等に関する情報 

(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共

の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報 
 
第５号 審議・検討等に関する情報 

(5) 市の機関及び国の機関並びに他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は

協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立

性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当

に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 
 
第６号 事務・事業に関する情報 

(6) 市の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公

にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は

違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ 

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者とし

ての地位を不当に害するおそれ 

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

オ 国又は地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害す

るおそれ 
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請求人（審査請求人）  実施機関（審査庁・処分庁） 愛西市情報公開・個人情報保護審査会 

 

 

 

 

 

 

※代理人による審査請求も可能（法 12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置根拠 

 ・地方公共団体におかれる付属機関

（法 81①） 

 ・組織及び運営に関する事項を条例で

規定（法 81④） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「法」：行政不服審査法 「条例」：愛西市情報公開条例 なお、条例第 16 条により法第９条の審理員による規定は適用除外。 

・審査会の調査権限（条例 20） 

・委員による調査手続（条例 23） 

・審査関係人による資料の閲覧等

(法 78） 

※審査請求書に必要的記載事項が記載されているかを確認す

る。 

※審査請求書に不備がある場合には、相当の期間を定め、その

期間内に補正すべきことを命じなければならない。 

※審査請求人が期間内に不備を補正しないときは、審理手続を

経ないで、裁決で、当該審査請求を却下することができる。 

原処分 

・非公開決定処分（条例５） 

・一部公開決定処分（条例６）など 

審査請求書の提出（法 19） 審査請求書の受付・適法性検査（法４,18,19,23,24） 

弁明書の写しの添付（条例 17②） 

弁明書の送付（法 29⑤） 

諮問書の作成 

公文書公開請求（条例４） 

第三者機関（愛西市情報公開審査会）への諮問（条例 17 条） 

諮問した旨の通知（条例 17③） 

審  議 

・調査審議手続きの非公開（条

例 25） 

裁決(法 44～法 50） 

・裁決書送達(法 51） 

■審査請求人ができること 

【審査庁に対して】 

・反論書等の提出（法 30） 

【審査会に対して】 

・意見の陳述（条例 21） 

・意見書等の提出（条例 22） 

・審査会へ提出された資料の閲覧請

求（条例 24②） 

答  申 

答申書の送付（条例 26） 

審査請求手続の流れ(情報公開・個人情報保護審査会) 資料３ 


